
 静岡県人事委員会は、静岡県職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに 

公布する。 

  平成30年３月30日 

静岡県人事委員会委員長  小 川 良 昭○ 

○ ○ ○   

静岡県人事委員会規則15－26 

   静岡県職員の公益的法人等への派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

静岡県職員の公益的法人等への派遣等に関する規則（静岡県人事委員会規則15－３）の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（略） 

任命権者

区分 
団  体  名 

知事 

部局 

（略） 

公益社団法人ふじのくに地域・

大学コンソーシアム 

 

 

公益財団法人しずおか健康長寿

財団 

（略） 

公益財団法人世界緑茶協会 

 

公益財団法人東京オリンピック

・パラリンピック競技大会組織

委員会 

（略） 

公益財団法人浜松地域イノベー

ション推進機構 

 

 

公益財団法人ラグビーワールド

カップ2019組織委員会 

（略） 

（略） （略） 

警察 （略） 

別表第１（略） 

任命権者

区分 
団  体  名 

知事 

部局 

（略） 

公益社団法人ふじのくに地域・

大学コンソーシアム 

一般財団法人アグリオープンイ

ノベーション機構 

公益財団法人しずおか健康長寿

財団 

（略） 

公益財団法人世界緑茶協会 

一般財団法人地域総合整備財団 

公益財団法人東京オリンピック

・パラリンピック競技大会組織

委員会 

（略） 

公益財団法人浜松地域イノベー

ション推進機構 

一般財団法人ふじのくに医療城

下町推進機構 

公益財団法人ラグビーワールド

カップ2019組織委員会 

（略） 

（略） （略） 

警察 （略） 



本部 公益財団法人東京オリンピック

・パラリンピック競技大会組織

委員会 

 

 

警察共済組合静岡県支部 
 

本部 公益財団法人東京オリンピック

・パラリンピック競技大会組織

委員会 

公益財団法人ラグビーワールド

カップ2019組織委員会 

警察共済組合静岡県支部 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

     

 


